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令和 2 年度栃木支部上期事業報告 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和2年度上期 栃木支部事業報告（概要）

１．基盤的保険者機能関係

令和2年度 栃木支部KPI R1年度
R2年度

目標

R2年度

上期
進捗状況 新型コロナによる影響

サービス水準の向上

【KPI】

① サービススタンダードの達成状況を100％とする

100% 100% 100%
（7月末時点）

〇

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を92.0％以上とする 84.4% 92.0%

以上

93.1％
（8月末時点） ◎ 支部窓口来訪者数が前年比26％減

効果的なレセプト点検の推進

【KPI】社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定率について対前年度以上とする

0.353% 0.353%

以上

0.313％
（9月末時点） △

レセプト内容点検業務を停止

（令和2年4月23日～5月31日）

柔道整復施術療養費の照会業務の強化

【KPI】柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月15日以上の施術の申

請の割合について対前年度以下とする

1.27% 1.27%

以下

1.48％
（6月末時点）

△
施術箇所3部位以上または頻回施術傾向（1ケ月あたり10回以

上）の申請者に対し照会を未実施（4、5月）

返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推進

【KPI】

① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収率を95.0％以上とする

94.64% 95.0%

以上

96.9％
（8月末時点）

◎

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率を対前年度以上とする 58.68% 58.68%

以上

31.11％
（8月末時点） △

資格点検医療機関照会業務を停止

（令和2年4月8日～5月31日）

③ 医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合を対前年度以下とする 0.051% 0.051%

以下

0.062％
（6月末時点） 〇

限度額適用認定証の利用促進

【KPI】高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を86.0％以上とする

85.5% 86.0％

以上

82.5％
（6月末時点） △

被扶養者資格の再確認の徹底

【KPI】被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を92.0％以上とする

86.2% 92.0％

以上 ― －

オンライン資格確認の利用率向上

【KPI】現行のオンライン資格確認システムについて、USBを配布した医療機関における利用率を

60.0％以上とする

61.6% 60.0％

以上

74.6%
（8月末時点） ◎

医療機関に対する利用勧奨を停止

（4月～）

◎計画を上回る進捗状況
○計画どおりの進捗状況
△計画を下回る進捗状況



 

 

 

 

 

 

 

２．戦略的保険者機能関係

令和2年度 栃木支部KPI R1年度
R2年度

目標

R2年度

上期
進捗状況 新型コロナによる影響

ⅰ）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上

【KPI】

① 生活習慣病予防健診実施率を63.1%以上とする

62.2% 63.1％

以上

15.9%
（7月受診分まで） △

健診機関の判断による健診業務停止（５月初旬まで）

感染防止対策のための健診実施人数の制限

加入者の健診受診控え（感染危惧・事業継続を優先）

② 事業者健診データ取得率を7.7％以上とする 5.0% 7.7％

以上

0.4％
（8月処理分まで） △

健診機関の判断による健診業務停止（５月初旬まで）

感染防止対策のための健診実施人数の制限

事業主の健診実施控え（感染危惧・事業継続を優先）

③ 被扶養者の特定健診受診率を29.5％以上とする 28.1% 29.5％

以上

3.6％
（8月処理分まで） △

支部主催の集団健診の中止（４～５月、７月より開始）

県内市町の集団健診の中止・延期（概ね７月より再開）

ⅱ）特定保健指導の実施率の向上

【KPI】 特定保健指導の実施率を22.7％以上とする

22.7% 22.7％

以上

9.2％
（7月処理分まで） 〇 対面による保健指導業務の中止（４～５月）

ⅲ）重症化予防対策の推進

【KPI】受診勧奨後3か月以内に医療機関を受診した者の割合を13.9％以上とする

9.4% 13.9％以上
― ―

未治療者への受診勧奨の実施を延期（４～５月）

対象者の医療機関受診控え（感染危惧）

広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進

【KPI】

① 広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上とする

44.6% 44.6%

以上
― ―

② 全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の被保険者数の割合を49.0％以

上とする

47.1% 49.0%

以上

52.2%
（9月末時点） ◎

ジェネリック医薬品の使用促進

【KPI】協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合を79.3％以上とする

78.5% 79.3％

以上

78.5％
（5月末時点） 〇 医療機関、保険薬局への訪問による働きかけを停止（4～６月）

地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信

【KPI】

① 他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会議への支部参加率を100％とする

100% 100% 100%

〇

② 「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」 などを活用した効果的な意見発信を実施す

る 実施 実施する 実施 〇

3．組織・運営体制関係

令和元年度 栃木支部KPI R1年度
R2年度

目標

R2年度

上期
進捗状況 備考

費用対効果を踏まえたコスト削減等

【KPI】一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、対前年度以下とする 0.0% 0.0%

0%
（9月末時点） 〇 7案件



 

 

 

令和 2年度上期事業報告（栃木支部） 

 具体的施策等 実施状況 

1.

基

盤

的

保

険

者

機

能

関

係 

 

 

 

 

 

１．サービス水準の向上 

お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努める。 

現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダー

ド：10日間）を遵守する。 

■ KPI：サービススタンダードの達成状況を 100%とする。 

■ KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率を 92.0％以上とする 

【具体的取組み】 

①事務処理手順書に則った業務の標準化・効率化・簡素化を徹底

し、現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービスス

タンダード：10日間）を遵守する。 

   ②加入者からのご意見や苦情等について、迅速かつ正確に支部内

で情報共有し、更なるサービスの改善に結びつける。また、サ

ービス水準向上のため、お客様満足度調査の結果に沿った支部

内研修を行う。 

 

   ③事務処理誤りを防止するため、統一的処理ルール（業務マニュ

アルや事務処理手順書等）を遵守・徹底する。また、統一的処

理ルールを遵守・徹底するという意識向上や情報共有のため、

毎月ミーティング等を行う。 

④加入者が申請書等を郵送で提出できるよう、加入者の立場に立

 

 

 

 

 

１．サービス水準の向上 

 

 

 

 ■ KPI：サービススタンダードの達成状況 100％（R2.7月末） 

 ■ KPI：現金給付等の申請に係る郵送化率 93.1％（R2.8月末） 

 【具体的取組み】 

  ①「業務習得項目表」により審査者の能力を把握し、処理能力の

平準化を行った。 

 

  ②お客様からのご意見、苦情等は、朝礼、メール、回覧、ミーテ

ィング等を活用し、職員に情報の共有化を行った。また、お客

様満足度向上のための取り組みとして「電話対応チェックシー

ト」を毎月実施し、チェックシートの結果は上司からフィード

バックを行い、改善ポイントについて周知した。 

  ③勉強会、ミーティングを定期的に行い、統一的処理ルールの徹

底、スキルの向上を図った。 

 

 

  ④郵送化率促進のため、広報誌による周知、各申請書に郵送を促

＜基本方針＞ 

基盤的保険者機能を盤石なものとするため、現金給付等の業務処理の標準化・効率化・簡素化を徹底し、併せて、日々の業務量の多寡

や優先度に応じた柔軟な業務処理体制の定着を図り、業務の生産性の向上を目指す。 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

った、よりきめ細やかな電話応対・窓口応対を行う。 

 

 

２．業務改革の推進に向けた取組 

    現金給付等の業務処理手順の更なる標準化の徹底と役割を明確にし

た効率的な業務処理体制の定着により、業務の生産性の向上を目指す。 

 

【具体的取組み】 

 ①職員の知識レベルや処理速度を随時確認し、人材育成計画に基

づき業務担当ごとのユニットの編成、及び日々の業務の割振り

を実施する。 

 ②毎月グループミーティングを実施し現金給付等の業務処理手順

の更なる標準化の徹底を図る。 

 ③経験の浅い職員に対し、OJT による研修に加え、勉強会を毎週

実施しスキルレベルの底上げを図る。 

 

３．現金給付の適正化の推進 

  不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴにて

議論を行い、事業主への立入検査を積極的に行う。また、不正の疑わ

れる申請について重点的に審査を行う。 

 傷病手当金と障害年金等との併給調整について、確実に実施する。 

【具体的取組み】 

①資格取得から請求までの期間が短期間である場合、療養担当者

意見欄、レセプト等の内容確認と併せて、年金事務所と連携の

うえ、資格取得が適正かどうかの確認を行う。 

   ②不正請求の疑いのある申請に対しては、保険給付適正化ＰＴに

す内容のスタンプを押印した。また、電話対応の際に郵送での

提出の案内を徹底した。 

 

２．業務改革の推進に向けた取組 

 

 

 

 【具体的取組み】 

  ①職員の知識レベルや処理速度を確認し、人材育成計画に基づき

業務担当ごとのユニットの編成、及び日々の業務の割振りを実

施した。 

  ②毎月グループミーティングを実施し現金給付等の業務処理手順

の標準化の徹底を図った。 

  ③経験の浅い職員に対し、OJT による研修に加え、勉強会を適宜

実施しスキルレベルの底上げを図った。 

 

３．現金給付の適正化の推進 

 

 

 

 

 【具体的取組み】 

  ①資格取得後３ヶ月以内の傷病手当金、資格取得後６ヶ月以内の

出産手当金については、雇用契約書等を確認することにより資

格取得が適正かどうか重点的に審査を行った。 

  ②保険給付適正化 PT会議については、支給の適否を適切に判断し



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

おいて支給の適否を判断するとともに、年金事務所と連携のう

え、事業主への立入検査を行う。 

   ③システムで抽出される障害及び老齢年金との併給調整対象者に

ついて、事務処理手順書に則り抽出後 3 カ月以内に併給調整処

理を確実に行う。 

   ④傷病手当金支給後の併給調整を減少させるため、同一傷病によ

る障害年金との併給調整及び、資格喪失後の老齢年金との併給

調整に関する広報を積極的に行う。 

   ⑤傷病手当金と労災保険の休業補償給付との適正な併給調整のた

め、事務処理手順書に則った進捗管理を徹底する。また、休業

補償との併給調整に関する広報を積極的に行う。 

 

４．効果的なレセプト点検の推進 

  医療費の適正化を図るために、資格・外傷・内容点検の各点検を実

施する。 

  システム点検の効果的な活用や点検員のスキルアップを目指した、

レセプト内容点検効果向上計画に基づき効果的なレセプト点検を推進

する。 

■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定

率について対前年度以上とする。 

（※）査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額÷協会け

んぽの医療費総額 

【具体的取組み】 

①資格・外傷点検については、システムスケジュールに基づき効

率よく点検を実施して、加入者一人当たりの効果額は前年度を

上回る額とする。 

た。なお、立入検査の実施は無かった。 

   

  ③システムで抽出される障害及び老齢年金との併給調整対象者に

ついて、事務処理手順書に則り抽出後 3 カ月以内に併給調整処

理を速やかに行った。 

  ④傷病手当金支給後の併給調整を減少させるため、同一傷病によ

る障害年金との併給調整及び、資格喪失後の老齢年金との併給

調整に係る案内を適宜行った。 

  ⑤傷病手当金と労災保険の休業補償給付との適正な併給調整のた

め、3 ケ月に 1 回、管轄の労働基準監督署に対し、給付の有無

について照会を行った。 

 

４．効果的なレセプト点検の推進 

 

 

 

 

 

■ KPI：社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の査定

率 0.313％（R2.9月末） 

令和元年度 0.338％（R1.9月末） 

 

 【具体的取組み】 

  ①資格・外傷点検は、点検事務手順書による統一的な事務処理を

行い、効率的・効果的な点検を行った。 

②内容点検は、行動計画により、毎月の進捗管理の検証と対策を



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

   ②内容点検については、ＰＤＣＡサイクルにより効果額向上を図

り、社会保険診療報酬支払基金の一次審査と合算したレセプト

点検の査定率（レセプト点検により査定（減額）した額÷協会

けんぽの医療費総額）について、前年度を上回る率とする。 

③効果的な内容点検を実施するための勉強会を開催するととも

に、各種研修受講後に伝達等を確実に行うことにより、点検員

のスキルアップを図る。 

 

５．柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月 15 日以

上）及び部位ころがし（負傷部位を意図的に変更することによる過剰

受診）の申請について、加入者に対する文書照会や適正受診の啓発を

強化する。 

■ KPI：柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、

かつ月 15 日以上の施術の申請の割合について対前年度以

下とする 

【具体的取組み】 

   ①加入者への文書照会については、多部位施術（3 部位以上）ま

たは頻回傾向施術（1カ月あたり 10回以上）の申請に対象範囲

を拡大し照会を行う。 

   ②加入者への文書照会の結果、不正請求の疑いが強いものについ

ては、保険給付適正化ＰＴを経て、厚生局への情報提供を積極

的に行う。 

   ③加入者に対し、適正な受診に関する広報を行う。 

 

６．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 

行い、効果額の向上を図った。また、KPI（支払基金と合算した

レセプト点検の査定率）は、支払基金と協力連携が必要のため、

支払基金との協議の中で継続して協力連携を依頼している。 

   ※緊急事態宣言時において、一部業務制限を行った。 

・レセプト内容点検業務 

・レセプト資格点検業務における文書・電話照会業務 

 

 

５．柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 

 

 

 

 

■ KPI：施術箇所３部位以上、かつ月 15 日以上の施術の申請の割

合 1.48%（R2.6 月末） 

 

 【具体的取組み】 

  ①加入者への文書照会については、多部位施術（3部位以上）また

は頻回傾向施術（1カ月あたり 10回以上）の申請に対象範囲を

拡大し照会を行った。（4月及び 5月は、新型コロナウイルス感

染症による非常事態宣言下における業務縮小により未実施。） 

②加入者への文書照会の結果、不正請求の疑いがあるものは無か

った。 

 

 

６．あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化の推進 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

受領委任制度導入により、文書化された医師の再同意の確認を確実

に実施するとともに、厚生局へ情報提供を行った不正疑い事案につい

ては、逐次対応状況を確認し適正化を図る。 

  【具体的な取組み】 

   ①施術を受ける際に医師の同意書が必要である旨や受領委任の取

扱規程に示された様式使用が必要である旨を周知するため、加

入者及び施術者に対し受領委任制度実施に関する広報を行う。 

   ②医師の再同意の確認を徹底する審査を行い、不正の疑いがある

案件は厚生局に情報提供を行う。また、厚生局へ情報提供を行

った不正疑い事案については、逐次対応状況を確認し適正化を

図る。 

 

７．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業務

の推進 

（１）日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、保険証未回収者

に対する返納催告を行うことを徹底するとともに、被保険者証回

収不能届を活用した電話催告等を強化する。 

■ KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1 か月以内の保

険証回収率を 95.0％以上とする 

 

■ KPI：医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割

合を対前年度以下とする 

 

 

【具体的取組み】 

   ①広報媒体や健康保険委員研修会等を通じて、資格喪失時の保険

 

 

 

 【具体的取組み】 

  ・医師の再同意の確認を徹底する審査を行った。不正の疑いがあ

る案件はなかった。 

 

 

 

 

 

 

７．返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権管理回収業

務の推進 

 

 

 

■ KPI：日本年金機構回収分も含めた資格喪失後 1か月以内の保険

証回収率 96.90％（R2.9月末） 

令和元年度 94.96％（R1.9月末） 

■ KPI：医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割 

    合 0.062％（R2.9月末） 

    令和元年度 0.075％（R1.9月末） 

 

 【具体的取組み】 

  ①資格喪失届提出時に保険証の添付がない事業所に対し、資格喪



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

証回収に係る周知を行う。 

 

   ②資格喪失届提出時に保険証の添付がない事業所に対し、資格喪

失時の保険証回収に係る注意喚起を文書等にて行う。 

   ③日本年金機構への回収率向上の依頼、社会保険労務士への保険

証早期回収の依頼を引き続き行う。 

   ④被保険者証回収不能届受付後１週間以内に、未回収者に対し電

話催告等を行う。 

 

（２）発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及

び法的手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上

を図る。 

■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収

率を対前年度以上とする 

 

【具体的取組み】 

①文書・電話・訪問による催告を強化し、返納金債権の早期回収

を図るとともに法的手続きを徹底する。 

 

②資格喪失後受診による返納金債権については、国保保険者との

保険者間調整を積極的に活用し、確実な債権回収を行う。 

 

③損害賠償金債権については、損害保険会社等に対し早期に折衝

を行い、確実な債権回収に努める。 

 

 

失時の保険証回収に係る注意喚起を文書等にて行った。（R2.4～

8月：320件） 

②被保険者証回収不能届受付後１週間以内に、未回収者に対し電

話催告等を行った。（R2.4～8月：313件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ KPI：返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収 

     率  31.11％（R2.9 月末） 

    令和元年度 38.46％（R1.9月末） 

【具体的取組み】 

①文書・電話による催告を強化し、返納金債権の早期回収を行

った。（被保険者 20 名以上の事業所で返納金債権が発生した

246社へ文書送付） 

②資格喪失後受診による返納金債権については、国保保険者と

の保険者間調整を積極的に活用し、確実な債権回収を行った。

（R2.9月末現在 89件） 

③損害賠償金債権については、損害保険会社等に対し早期に折

衝を行い、確実な債権回収に努めた。 

※緊急事態宣言時において、一部業務制限を行った。 

・債権・被保険者証の回収のための事業所 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

 

 

８．限度額適用認定証の利用促進 

事業主や健康保険委員へのチラシやリーフレットによる広報や、地

域の医療機関及び市町村窓口に申請書を配置するなど利用促進を図

る。 

■ KPI：高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を

86.0％以上とする 

【具体的取組み】 

   ①医療機関窓口への限度額適用認定申請書の設置依頼を引き続き

行うとともに、レセプト内容を分析し、限度額適用認定証の使

用頻度が低い医療機関に対しては、幹部職員が直接訪問し申請

書の設置依頼を行う。 

   ②医療機関や市町村の窓口担当者が制度説明を容易にできるよう

にするため、支部で作成した限度額適用認定申請に係るチラシ

等を積極的に活用する。 

 

９．被扶養者資格の再確認の徹底 

被扶養者の国内居住要件等に対応した被扶養者資格再確認を確実に

実施する。 

事業所からの被扶養者資格確認リストを確実に回収するため、未提

出事業所への勧奨を行う。 

未送達事業所については所在地調査により送達の徹底を行う。 

■ KPI：被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を

92.0％以上とする 

【具体的取組み】 

・個人宅への訪問業務 

 

８．限度額適用認定証の利用促進 

 

 

 

■ KPI：高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合

82.5％ 

 【具体的取組み】 

  ①病床数の多い医療機関を中心に、訪問による限度額適用認定申

請書の設置及び制度の周知について、改めて依頼を行った。 

 

 

 

 

 

 

９．被扶養者資格の再確認の徹底 

※上期実績なし。（令和 2年 10月より事業開始） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

   ①未提出の事業所に対して、早期に文書や電話、訪問による勧奨

を行う。 

   ②未送達事業所については、年金事務所から事業所情報の提供を

受け、再送付を行う。それでもなお、所在不明の事業所につい

ては、年金事務所等へ実態調査の依頼を行う。 

   ③高齢者医療制度納付金等に係る拠出金の算定方法が毎月の加入

者の人数等に応じて算出されることから提出された被扶養者異

動届については、届書の内容確認、年金事務所への引き継ぎを

速やかに行う。 

   ④海外在住の被扶養者について、国内居住要件の特例要件に該当

するか適切に確認を行う。 

 

１０．オンライン資格確認の円滑な実施 

国全体で実施するオンライン資格確認の円滑な施行に向けて、マイ

ナンバーカードの健康保険証利用促進のための周知等を行う。 

現在協会けんぽが独自に実施しているオンライン資格確認サービス

については、引き続きその利用率向上に向けて取組む。 

■ KPI：現行のオンライン資格確認システムについて、USBを配布

した医療機関における利用率を 60.0％以上とする 

 

【具体的取組み】 

①国全体で実施するオンライン資格確認の施行に向けて、マイナ

ンバーカードの健康保険証利用促進周知を支部広報誌等を活用

し実施する。 

②USB を配付している医療機関に対し、システム機能や活用方法

をまとめたニュースレターを年に 3 回送付することで利用率を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．オンライン資格確認の円滑な実施 

 

 

 

 

■ KPI：令和 2年度平均利用率 74.6％（R2.4月～7月平均） 

   達成率：124.3％  

対前年比：＋12.8％（R2.4月～7月平均 対令和元年度平均） 

 【具体的取組み】 

  ・新型コロナウイルスの影響により、医療機関に対する利用勧奨

等について停止している。 

  ・令和 3年 3 月よりマイナンバーカードが保険証として使用でき

るようになるため、マイナンバーカードの取得方法等について

メールマガジン（5、6月号）にて周知を行った。 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

向上させる。 

③USB の利用環境が無くなった等、利用状況に変更があった医療

機関から USBを回収し、適切な管理を行う。 
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１．ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの

提供 

「健康諸表」健康格付型バランスシート HCS ヘルシーズや PL 型健

康度判定表に加えて、事業所の健康度を見える化したツール（事業所

健康度診断シート）やインセンティブ制度の 5 つの評価指標を事業所

ごとに見える化したツール（インセンティブレポート）を活用し、保

健事業の推進や健康経営の普及促進、医療費等の適正化を図る。 

【具体的取組み】 

①健康格付型バランスシート HCS ヘルシーズや PL 型健康度判定

表、事業所健康度診断シートを活用し、とちぎ健康経営宣言を

拡大するとともに、事業主の健康づくりの取組みを強化するこ

とにより、保健事業や健康経営を促進する。 

②インセンティブレポートを活用し、5 つの評価指標における事

業所の取組み状況を提供することで、事業主等の行動変容を促

す。 

 

 

 

 

 

 

 

１．ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データ

の提供 

  16ページ以降に詳細を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本方針＞ 

戦略的保険者機能の発揮をより確実なものとするため、保険者機能強化アクションプラン（第４期）、第2 期保健事業実施計画（デー

タヘルス計画）に基づく取組を着実に実施する。具体的には、特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上、コラボヘルスの推進、ジ

ェネリック医薬品の使用促進、医療費分析等に取り組むとともに、ビッグデータを活用するなどして、将来を見据えた戦略的な対応を検

討する。 

 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

③保険者協議会において、他保険者と連携して、栃木県の健診デ

ータ等から地域差の分析を進める。 

 

２．データ分析に基づいた第 2期保健事業実施計画（データヘルス計画）

の着実な実施 

上位目標：健康経営の考え方を普及し、保健指導の徹底、健診受診

率アップによりメタボリックシンドローム該当者および予

備群に該当する者を 25%減らす。（2017年度メタボリックシ

ンドローム該当者 15.8％、予備群 13.4％から 2026 年度に

向けて該当者 11.9％、予備群 10.1％とする）～メタボリッ

クシンドローム起因の疾病を予防する～ 

 

（１）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

■ KPI：生活習慣病予防健診実施率を 63.1%以上とする  

事業者健診データ取得率を 7.7％以上とする  

被扶養者の特定健診受診率を 29.5％以上とする 

●被保険者（40歳以上）（受診対象者数：214,668人） 

 ・生活習慣病予防健診 実施率 63.1％（実施見込者数：135,454人） 

  ・事業者健診データ  取得率 7.7％（取得見込者数：16,529人） 

●被扶養者（受診対象者数：57,792人） 

・特定健康診査    実施率 29.5％（実施見込者数：17,071人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．データ分析に基づいた第 2 期保健事業実施計画（データヘルス計

画）の着実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

■ KPI：生活習慣病予防健診実施率 15.9％（7月受診分） 

事業者健診データ取得率   0.4％（8月処理分） 

被扶養者の特定健診受診率   3.6％（8月処理分） 

●被保険者（40歳以上）（受診対象者数：221,607人） 

   ・生活習慣病予防健診 実施率 15.9％ 

（実施者数：35,065人） 

    ・事業者健診データ  取得率 0.4％ 

（取得数：876件） 

●被扶養者（受診対象者数：58,695人） 

  ・特定健康診査    実施 3.6％ 

（実施者数：2,086人） 

生活習慣病予防健診、被扶養者の特定健康診査の受診者数は、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、前年同月と比較



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

①生活習慣病予防健診の受診者数増加につながるよう、各健診機

関の特徴等を分かりやすくまとめた支部独自のパンフレットを

作成し健診案内に同封する。 

 

②定期健康診断からの切り替えを促すことを目的に、生活習慣病

予防健診のメリットを訴えながら受診勧奨を行う。 

 

 

③生活習慣病予防健診の受診者数増加のため、健診機関毎に目標

値を設定し、健診機関による受診勧奨を促す。 

 

 

④小規模事業所の加入者個人に直接、生活習慣病予防健診の利点

を伝え、利用を促すことを目的に、個人を対象にした受診勧奨

して大幅な減少となっている。 

   ■生活習慣病予防健診（35歳以上の受診者を集計・速報値） 

 4月 5月 6月 

栃木 -46.0％ -52.1％ -42.6％ 

全支部 -49.7％ -65.4％ -26.6％ 

    

  ■被扶養者の特定健康診査（速報値） 

 4月 5月 

栃木 -88.7％ -96.1％ 

全支部 -76.8％ -94.7％ 

 

 【具体的取組み】 

①事業所担当者や加入者の方の理解を促すことを目的に、本部作

製の健診案内を補う形で、各健診機関の特徴等を分かりやすく

まとめた支部独自のリーフレットを作製し、4 月の健診案内一

斉発送時に同封した。 

②緊急事態宣言解除後、7月に委託業者と契約し、8月から 1,500

事業所に生活習慣病予防健診の利用勧奨を実施している。さら

に、県内を 17 エリアに分け、生活習慣病予防健診実施機関か

ら参加を募り、健診機関による利用勧奨を実施している。 

③健診機関ごとに目標を設定し、目標を上回った場合にインセン

ティブを支払うことで健診機関による積極的な受診勧奨を促

す事業を 8月から開始し、42機関中 36機関が事業に参加して

いる。 

④小規模事業所の加入者個人へ向けての生活習慣病予防健診受

診勧奨を下期に実施する。 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

を行う。 

⑤同意書取得済み事業所の健診機関情報を再確認し、効果的に事

業者健診結果データの取得・管理を行う。また、労働局・栃木

県との連名による同意書新規取得を継続して行う。 

⑥被扶養者の特定健診に関しては、以下の施策により受診者数の

増加を図る。 

 ・市町の集団健診を最大限に活用できるよう、市町毎の健診日程

を受診券に同封するなどして周知する。 

 ・経済団体や市町と協力連携した集団健診等を実施する。 

 ・支部独自の集団健診（オプショナル健診）の場を県内全域をカ

バーするように設け、特に未受診者の多い地域の回数を増やす

ことで受診者アップを図る。 

 

（２）特定保健指導の実施率の向上 

■ KPI：特定保健指導の実施率を 22.7％以上とする 

 

 

 

●被保険者（受診対象者数：31,130人） 

    ・実施率 23.4％（実施見込者数：7,284人） 

（内訳）協会保健師実施分 13.9％（実施見込者数：4,327人） 

       アウトソース分  9.5％（実施見込者数：2,957人） 

 

   ●被扶養者（受診対象者数：1,479人） 

    ・実施率 7.0％（実施見込者数：104人） 

（内訳）協会保健師実施分 3.0％（実施見込者数：44人） 

 

⑤事業者健診結果データ取得に関しては、緊急事態宣言解除後、

7 月に委託業者と契約し、8 月から 1,500 事業所に、労働局・

栃木県との連名による同意書新規取得勧奨を実施している。 

⑥被扶養者の特定健診に関しては、4 月の受診券一斉発送時に、

市町毎の健診日程を同封して、集団健診の利用を促した。また、

緊急事態宣言解除後に、健診機関と連携して支部主催の集団健

診（オプショナル健診）を計画し、9月までに 21回実施した。

下期には 30回実施する予定としている。 

 

 

 

 

（２）特定保健指導の実施率の向上 

■ KPI：特定保健指導の実施率 41.3％ 

  ※8月処理分までの速報値 

※分母にあたる対象者数が未確定のため、実施率が高くなっ

ている。 

●被保険者（受診対象者数：8,633人） 

    ・実施率 41.1％（実施者数：3,547人） 

（内訳）協会保健師実施分 15.2％（実施者数：1,313人） 

         アウトソース分 25.9％（実施者数：2,234人） 

 

   ●被扶養者（受診対象者数：80人） 

    ・実施率 65.0％（実施者数：52人） 

（内訳）協会保健師実施分 22.5％（実施者数：18人） 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

         アウトソース分 4.0％（実施見込者数：60人） 

 

【具体的取組み】 

①健診機関の経営層に対し、健診当日の初回面談・分割実施への

体制整備・強化に向けた働きかけを行う。 

 

②健康経営の取り組みの一環としての保健指導実施が定着するよ

う、対象者数の多い事業所を訪問し、事業主・経営層に働きか

けを行う。 

③対象者に響く質の高い保健指導の実施に向けて、支部所属保健

師・管理栄養士と健診機関の保健指導担当者との意見交換の場

を設け情報共有を図る。 

④被扶養者の保健指導については、集団健診の機会を利用して実

施できるよう市町・健診機関との連携を図る。また、各地域で

の来所相談の場を設けるなど、対象者が利用しやすい環境を整

える。 

 

（３）重症化予防対策の推進 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合を

12.9％以上とする 

 

 

 

【具体的取組み】 

①一次勧奨対象者のうち、血圧値について該当する者を対象に電

話勧奨を実施する。 

         アウトソース分 42.5％（実施者数：34人） 

 

 【具体的取組み】 

①生活習慣病予防健診実施機関と新型コロナウイルス感染症の

影響について意見交換する中で、特定保健指導の必要性を再

確認し、健診当日実施・分割実施拡大への働きかけを行った。 

②新型コロナウイルスの感染状況を見ながら事業所を訪問し、

保健指導の実施を依頼した。 

 

③健診受診者数の減少に伴い初回面談実施者数も減少する状況

において、初回面談以降の中断率低下を目指して保健師・管

理栄養士支部内研修を実施した。 

④被扶養者の保健指導については、集団健診の機会を利用して

実施できるよう健診機関と協議し、下期に実施する準備を進

めた。 

 

 

 

（３）重症化予防対策の推進 

■ KPI：受診勧奨後 3 か月以内に医療機関を受診した者の割合

11.4％ 

※令和 2年 8月時点における支部独自集計（暫定値） 

 

  【具体的取組み】 

①新型コロナウイルス感染症拡大による事業の中止や医療機関

への受診控えなどの影響を受けつつも、8 月から一次勧奨対



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

 

②特定保健指導の対象者のうち、医療機関への受診が必要な方に

対しての受診勧奨を徹底して実施する。 

③二次勧奨対象者への医師会との連名による文書勧奨を遅滞なく

行うと同時に、支部の保健師による電話勧奨を実施する。また、

当該対象者の現在の状況や、生活習慣病が進行した場合につい

て解説したチラシを同封し受診の必要性を訴える。 

④糖尿病の重症化予防、糖尿病性腎症患者への保健指導について

は、栃木県糖尿病重症化予防プログラムに則り、健診データや

レセプト情報から該当者を抽出し、専門医やかかりつけ医、他

の保険者と連携して効果的に事業を進める。 

 

 

（４）コラボヘルスの推進 

とちぎ健康経営宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、事業主

が取組む健康づくりの質を向上させるため、宣言事業所に対するフォ

ローアップの強化を図る。 

【具体的取組み】 

①とちぎ健康経営宣言事業所の拡大 

・健康格付型バランスシート HCS ヘルシーズに加えて、事業所

健康度診断シートや取組みの具体策を提供する。 

・健康康経営に関する連携協定・覚書を締結している団体等と

協働した健康経営普及促進セミナーを開催する。 

②とちぎ健康経営宣言事業所のフォロー 

・他事業所の好事例や事業所健康度診断シートによる経年変化

を提供する。 

象者へ電話勧奨を開始した。 

②コロナ禍における対象者の重症化リスクを考慮し、保健指導

時における受診勧奨を促進するため、保健師・管理栄養士支

部内研修において、受診勧奨の知識・スキルの向上を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）コラボヘルスの推進 

 ■ 健康宣言事業所数：908社（R2年度支部目標：850社） 

   新規事業所数：194社 （R2.4月～R2.9月末） 

  

【具体的取組み】 

  ①とちぎ健康経営事業所認定制度の周知により宣言事業所数が拡

大した。 

「健康格付型バランスシート」2,720件（対前年同月比+263件） 

   「PL型健康度判定表」319件（対前年同月比+174件） 

   「事業所健康度診断」628件 

  ②健康経営宣言事業所に対し、健康づくりサポートの発信を定期

的に行った。 

   4月：特定健診 7月：メンタルヘルス 10月（予定）：禁煙 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

・身体活動量増加セミナー等、運動支援を実施する。 

・取組みを振り返るアンケートを実施し、1 年間の取組みの評

価指標となる「PL型健康度判定表」を提供するとともに、経

済産業省の「健康経営優良法人認定制度」のフォローを実施

する。 

③とちぎ健康経営事業所認定制度の実施 

・認定基準をチェックするシートを活用し、栃木県及び健康保

険組合連合会栃木連合会と協働し「とちぎ健康経営事業所」

を認定する。 

④効果検証 

・アンケート及び健診結果等を集計し効果を検証する。 

 

 

 

３．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

（１）効果的な広報活動の推進 

本部が実施する理解度調査結果を踏まえた広報を実施する。 

医療保険制度や医療保険の財政状況、医療費適正化等について、

事業主及び加入者に十分理解していただくため、分かりやすくタイ

ムリーな情報発信に努めていく。 

■ KPI：広報活動における加入者理解率の平均について対前年度

以上とする 

【具体的取組み】 

①定期広報誌（協会けんぽ栃木支部からのお知らせ、社会保険と

ちぎ）やホームページ、メールマガジン等を活用し、医療保険

制度等の広報を実施することで、加入者の適正受診や健康づく

   運動支援については、新型コロナウイルスを考慮し延期した。 

   

 

 

 

③栃木県及び健康保険組合連合会栃木連合会と協働しとちぎ健康

経営事業所の認定を行った。認定事業所数 149社  

 

 

④とちぎ健康経営宣言事業所を対象に健康づくりに関する取組み

状況アンケート（認定審査時のチェックシートを活用）し、1年

間の取組みの評価指標となる「PL型健康度判定表」を提供した。 

 

 

３．広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 

（１）効果的な広報活動の推進 

 

 

 

 

■ KPI：下期に集計予定。 

   

【具体的取組み】 

①広報計画に則って、各グループの情報を共有して効果的な広報

を実施した。 

・15歳未満の被扶養者がいる被保険者に対し、医療保険制度の



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

りの理解を促進する。 

 

 

 

 

②マスメディアへの情報提供により、各種メディアを通じた広報

を実施する。 

 

 

 

③事業主が情報取集のために利用する媒体についてアンケート調

査を行い、その結果から有効な媒体を活用した広報を実施する。

また、アンケート調査で、令和元年度までのメディア広報の効

果を測り、活用する媒体の見直しを行う。 

 

④YouTube 広告を活用し、ジェネリック医薬品使用促進等のイン

センティブ制度について周知を行うことで、加入者の制度理解

を促進する。 

 

 

⑤新規適用事業所や健康保険委員へメールマガジンの登録勧奨を

実施し、登録件数を拡大する。 

⑥商工会議所等、関係団体の機関誌への広報記事定期掲載を促進

する。 

⑦年金事務所と連携した研修会や説明会を実施する。また、関係

団体等が開催するセミナーや研修会等で、タイムリーな広報・

理解促進のため、「時間内受診」、「＃8000」、「ジェネリック医薬

品」に関する圧着 DM を送付した。（30,999件） 

・適正受診の行動を促すため、0 歳児がいる家庭に対し医療費

（福祉医療助成制度）に関する情報、お薬手帳カバー（アンパ

ンマン「＃8000」を提供した。 （587件） 

②下野新聞から取材を受け、記事が掲載された。 

   ・7月 20日 下野新聞 1面「雷鳴抄」 

    コロナ禍における健康診断の重要性について 

   ・9月 24日 下野新聞 論説 

    とちぎ健康経営事業所認定制度について 

③・被保険者 10名以上いる事業主に対しメディア広報に関するア

ンケートを行った。 

   回答数：1,729名 回答率：29.9％ 

・アンケート結果に基づく広報媒体の選定しインセンティブ制

度の広報を下期に行う予定。 

④小児のジェネリック医薬品使用促進のため、親世代をターゲッ

トにした YouTube広告を行った。 

   属性：栃木県内利用者、25～54歳「子供なし」を除く 

   総視聴回数：40,686回／広告表示回数 105,122回  

視聴率：38.7％ （7 月 23日～9月 10日） 

⑤健康保険委員委嘱勧奨と併せてメールマガジンの登録勧奨を計

画的に行った。 

    新規適用事業所に対する勧奨 1,478件（再勧奨含） 

    中小規模事業所に対する勧奨 3,577件 

 令和 2年 3月末 令和 2年 9月末 

配信件数 2,360件 3,544件 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

啓発活動を実施する。 

⑧研修会等でのアンケート等で加入者から直接意見を聞く取り組

みを進め、いただいた意見を広報活動に反映させる。 

 

（２）健康保険委員活動の活性化 

健康保険委員の委嘱者数を拡大する。 

健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催するとともに、

広報誌等を通じた情報提供を実施する。 

■ KPI：全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事

業所の被保険者数の割合を 49.0％以上とする 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

①被保険者 100 人以上事業所への職員による訪問勧奨を実施す

る。 

また、被保険者 100 人未満事業所への文書、電話及び訪問によ

る健康保険委員の委嘱勧奨を行う。 

 

 

 

 

②健康保険委員向け定期広報誌（協会けんぽとちぎ）を作成し送

付する。 

③年金機構と連携し年金委員・健康保険委員の合同研修会を開催

新規登録者数：1,195 件（R2.4月～R2.9月末） 

研修会、説明会等については、新型コロナウイルスの影響により

中止となった。 

    

（２）健康保険委員活動の活性化 

 

 

  

■ KPI：被保険者数の割合（カバー率）：50.5％  

     新規事業所数：1,025社 

 令和 2年 3月末 令和 2年 9月末 

カバー率 47.3％ 50.5％ 

事業所数 2,573社 3,598社 

 

 【具体的取組み】 

  ①・職員による訪問勧奨 

新型コロナウイルスの影響により限定的に行った。 

勧奨件数 5社   

・外部業者による訪問及び電話勧奨 

勧奨件数 400社  

   ・文書勧奨 

    新規適用事業所に対する勧奨 1,478件（再勧奨含） 

    中小規模事業所に対する勧奨 3,577件 

  ②健康保険制度の周知や医療費適正化のための広報に加え、健康

コラムを掲載し、職場でできる健康づくりの提案を行った。 

  ③申請書の提出先や記入例を掲載した「協会けんぽのしおり」を



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

する。また、申請書の提出先や記入例を掲載した「協会けんぽ

のしおり」を作成配布し、健康保険委員の健康保険制度の理解

を促進する。 

 

４．ジェネリック医薬品の使用促進 

ジェネリックカルテ等の本部作成のデータを活用し、阻害要因を洗

い出す。また、洗い出した阻害要因に基づいて、医療機関・保険薬局

に対し情報提供ツールを活用した効果的なアプローチを行う。 

他の保険者等と連携し、加入者に対する効果的な働きかけを行う。 

■ KPI：協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合（※）を 79.3％

以上とする※医科、DPC、調剤、歯科における使用割合 

【具体的取組み】 

①ジェネリックカルテや年齢別、地域別、医療機関別の使用割合

等のデータを用い支部の課題を把握し、医療機関及び保険薬局

へ訪問することで情報の収集を行う。 

②ジェネリック情報提供ツールを活用し、医療機関及び保険薬局

へ文書による働きかけを行う。 

 また、医療機関あて情報提供文書を栃木県保健福祉部長と栃木

支部長の連名、薬局あて文書においては栃木県薬剤師会長を含

め 3者連名で送付することにより、ジェネリック医薬品の使用

促進を図る。 

 

 

③15歳未満のジェネリック医薬品使用割合が低いことから、15歳

未満の被扶養者がいる家庭へ、健康保険制度への財政効果や安

全性などの情報提供を行うことで、親世代の理解を促進する。 

健康保険委員に対して送付した。 

 

 

 

４．ジェネリック医薬品の使用促進 

  

 

 

 

■ KPIジェネリック医薬品使用割合 78.5％（R2.5月分） 

 

 【具体的取組み】 

①情報提供ツールを活用した医療機関・保険薬局訪問によるジェ

ネリック医薬品の働きかけを行った。 

   医療機関・保険薬局合計：39件 （R2.4月～9月末） 

②情報提供ツールを医療機関・保険薬局に対し送付し文書による

働きかけを行った。また患者の待ち時間等に配布してもらうた

め、若年層向け及び新たな慢性疾患患者向けのチラシを提供し、

加入者のジェネリック医薬品への理解促進を行った。 

 情報提供ツール送付件数 

 医療機関：1,790件 保険薬局：815件 

 患者向けチラシ配布数 

 若年層向け：1,865枚    慢性疾患患者向け：430枚 

 

③15歳未満の被扶養者がいる被保険者に対し、医療保険制度の理

解促進のため、「時間内受診」、「＃8000」、「ジェネリック医薬品」



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

④栃木県薬剤師会等の関係団体と連携し、イベント等で地域にお

ける積極的な啓発活動を実施する。 

⑤新規適用事業所や各種研修会、セミナー等でジェネリック医薬

品希望シールやリーフレット等を配布し加入者の理解を促進す

る。 

 

５．インセンティブ制度の着実な実施 

インセンティブレポートを活用し、制度の周知広報を丁寧に行う。 

【具体的取組み】 

①インセンティブレポートを配布し、事業主や加入者の理解を促

進することで、行動変容を促す。 

 

 

 

②支部広報誌、マスメディア等を活用し制度について周知する。 

 

 

 

 

６.パイロット事業 

 保険者機能の発揮による総合的な取組を推進するための提案を行う。 

【具体的取組み】 

全国展開の実現可能性を踏まえて、より質の高い事業となるよ

う十分議論、精査を行った上で提案する。 

 

７．地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意

に関する圧着 DMを送付した。（30,999世帯）（再掲） 

 

 

 

 

 

５．インセンティブ制度の着実な実施 

 

 【具体的取組み】 

①被保険者 10 名以上いる事業主に対しメディア広報に関するア

ンケートを行った。（再掲） 

   回答数：1,729名 回答率：29.9％ 

   また、回答があった事業所に対し、インセンティブレポートを

送付し事業主の行動変容を促した。（1,505件） 

②健康保険委員向けの広報紙、ホームページによる広報に加え、

事業所訪問の際に周知を行った。 

アンケート結果に基づく広報媒体の選定しインセンティブ制度

の広報を下期に行う予定。 

 

６.パイロット事業 

 【具体的取組み】 

   企画総務グループ、保健グループにおいて議論を行い、「健診結

果の再通知による加入者の健康へ向けた行動変容の促進」を本

部へ提案した。 

 

７．地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

見発信 

（１）意見発信のための体制の確保 

（２）医療費データ等の分析   

（３）外部への意見発信や情報提供 

■ KPI：○他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調

整会議への被用者保険者の参加率を 100％とする 

○「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベー

ス」などを活用した効果的な意見発信を実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組み】 

①医療提供体制等に係る意見発信を行うため、他の被用者保険者

との連携を図り、地域医療構想調整会議への被用者保険者の参

加率を引き続き 100％とする。 

②協会が保有するレセプトデータ等や地域ごとの診療行為別の標

準化レセプト出現比（SCR）を分析するためのツール等を活用し、

適切な医療機能の分化・連携に向けた意見発信のための分析を

行う。 

意見発信 

 

 

 

■ KPI：地域医療構想調整会議への参加率 100％ 

調整会議名 参画状況 

栃木県県北福祉センター協議会地域医療構

想部会 

企画総務部長 

県西地域医療構想調整会議  企画総務部長 

宇都宮地域医療構想調整会議 支部長、健康保険組合連合会 

県東地域医療構想調整会議 支部長 

県南地域医療構想調整会議 健康保険組合連合会 

両毛地域医療構想調整会議 健康保険組合連合会 

 

【具体的取組み】 

①関係審議会への参画状況 

8/17第 1回栃木県地域医療構想調整会議（支部長） 

9/17栃木県医療審議会病床整備部会 

9月 第 1回宇都宮地域医療構想調整会議（書面）（支部長） 

9月 第 1回県北地域医療構想調整会議（書面）（企画総務部長） 

9月 第 1回県西地域医療構想調整会議（書面）（企画総務部長） 

主な発言 

令和元年度の病床機能報告について、平均在院日数の長短によ



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

③地域医療構想調整会議等において、医療データ等の分析結果や

地域医療を見える化したデータベース等を活用し、エビデンス

に基づく意見発信等を行う。 

④医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域間格差の要因

等について、ホームページ等により、加入者や事業主へ情報提

供を行う。 

 

 

 

８.調査研究の推進 

本部及び支部が保有するレセプトデータ等を分析し、医療費適正化等

に向けた情報発信を行う。 

【具体的取組み】 

①事業主及び加入者へ、分析結果に基づく医療費適正化に向けた

情報発信を行う。 

②第２期保健事業実施計画の中間評価を行うため、レセプトデー

タ・健診結果データを分析し、事業主及び加入者へ発信する。 

り、定量的あるいは定性的な算出は困難とあるが、病床機能報

告では急性期の中に回復期が一定程度混在しているなど、現状

の機能ごとの病床数の把握が難しい。例えば、平均在棟日数が

21 日を上回る病院の急性期の中に回復期が混在している割合

を定量的な基準とする方法なども地域の実情をより正確に把握

するためには有効なアプローチだと考え、ひとつの方法として

取り組むべきではないか。 

 

 

８.調査研究の推進 

 

 

【具体的取組み】 

①平成 30年度医療費分析結果について、ホームページに掲載し、

情報発信を行った。 

②医療費・特定健診等に関するデータ分析について、栃木県や栃

木県保険者協議会における分析内容等の検討を行い、下期に事業

主及び加入者へ情報発信する予定。 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

３．

組

織

体

制

関

係 

 

 

 

 

１．人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

 ・標準人員設定の趣旨及び内容等を支部職員一人一人が十分理解し、

組織体制を整え保険者機能の一層の発揮に向けた支部運営を実施す

る。 

 

 

２．人事評価制度の適正な運用 

・協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個人目標を

設定し、日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕組みとした人事

評価制度を適切に運用するとともに、その評価を適正に処遇に反映

することにより、実績や能力本位の人事を推進する。 

 

３．ＯＪＴを中心とした人材育成 

・ＯＪＴを中心としつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基

盤の底上げを図る。 

【具体的取組み】 

   ①外部講座など、職員の研修機会を確保する。 

   ②通信講座等により自己啓発を積極的に行う組織風土を醸成す

る。 

   ③プレゼンテーション能力、説明能力、文書作成能力のある人材

の早期育成を図る。 

   ④支部内人事ローテーションを実施する。 

 

 

 

 

１．人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 

・支部内で毎週金曜日に行われる経営会議において、本部の施策の

確認や各グループからの報告・連絡・相談を適時に協議し、日々

の業務遂行のガバナンスを確保している。また、隔週金曜に、企

画保健合同進捗会議を実施し、目標管理の徹底を行った。 

  

２．人事評価制度の適正な運用 

・人事評価制度により目標の設定・管理を行い、人事評価制度の「透

明性」「公平性」「納得性」を高めるため、管理者（評価者）と職

員との十分なコミュニケーションを図っている。 

  

 

３．ＯＪＴを中心とした人材育成 

 ・新入職員（1名）のＯＪＴ研修を実施。 

・研修計画に基づき支部内研修を実施し、情報の共有化や職員のス

キルアップを行った。 

「業務習得項目表」や「能力把握チェックシート」などの活用によ

り職員の能力を見える化し効果的に OJTを実施した。 

＜必須研修＞ 

個人情報保護研修、コンプライアンス研修 

 ＜伝達研修＞ 

  パワーハラスメント防止伝達研修 

＜基本方針＞ 

保険者機能の基盤となる組織体制について、標準人員に基づき人的資源の最適配分を行うとともに、人材育成については、OJTを中心とし

つつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

       

 

 

 

４．費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・職員のコスト意識を高め、サービスの水準の確保に留意しつつ、引

き続き競争入札や消耗品の発注システムを活用した随時発注による

適切な在庫管理等により経費削減に努める。 

■ KPI：一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、対前年

度以下とする 

 【具体的取組み】 

   ①調達見込み額が 100 万円を超える調達案件は一般競争入札に付

し、一者応札となった入札案件については、入札説明書を取得

したが入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査や公

告後の業者への声掛けなどを実施し、一者応札案件の減少に努

める。 

  ②消耗品の Web発注を活用した適切な在庫管理を図る。 

   ③事務用品等の支部内リサイクルの推進（リサイクルコーナーの

充実）を図る。 

   ④調達審査委員会に付す調達案件については、調達内容、調達方

法、調達に要する費用の妥当性など調達、予算執行の適切な管

理を行う。 

   ⑤調達結果は、ホームページにおいて公表し、透明性の確保に努

める。 

 

５．コンプライアンスの徹底 

 

 

 

 

４.費用対効果を踏まえたコスト削減等 

 ・節電対策として、空調の徹底管理、照明の定時点灯・消灯、プリ

ンタの制限、ノー残業デー週 2回実施。 

  

■KPI: 一者応札案件の割合 0件（一般競争入札案件 7件） 

 

【具体的取組み】 

①数多くの業者が参加するよう積極的に声掛けを行い、一般競争

入札により、競争原理を働かせ、調達にかかる経費をより安価な

価格で調達を行った。 

 

 

②消耗品管理簿により適切な在庫管理を行った。また消耗品を

Web発注 

③消耗品回収ボックスを活用したリサイクルコーナーを充実し

た。 

④調達審査委員会を計画的に開催し適切な調達を行った。 

 

⑤調達結果は漏れなくホームページにおいて公表した。 

 

 

５．コンプライアンスの徹底 



 

 

 

 具体的施策等 実施状況 

・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職員研修等を通

じてその徹底を図る。 

 

 

 

 

 

６．リスク管理 

・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応な

ど、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の強化を図る。

特に、情報セキュリティ対策については、※CSIRT(Computer 

Security Incident ResponseTeam)において迅速かつ効率的な初動

対応を行う。 

加えて、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施し、平時か

ら有事に万全に対応できる体制を整備する。 

 ※CSIRT(Computer Security Incident Response Team)…情報セキュ

リティインシデント発生時の対応を専任する体制として 28 年 9 月に

本部内に設置しています。 

 

 

 ・倫理・コンプライアンス研修の実施（6月） 

  内容：倫理、通報制度、ソーシャルメディアの私的利用などにつ

いて自席での個別研修後に確認テストを行った。 

 ・コンプライアンス委員会の開催（2回） 

内容：事務処理誤りについて、懲戒処分等について、自主点検の

実施結果について 

 

６．リスク管理 

 ・情報セキュリティ自己点検結果に基づく再点検の実施（9月） 

 ・個人情報保護研修の実施（6月） 

内容： 協会けんぽにおける個人情報保護について自席での個別研

修後に確認テストを行った。 

 ・新型コロナウイルス対策に関する取組み 

  職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応フローを

作成（8月 5日一部改正）。 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急連絡体制を確認するた

め、全職員に対し安否確認システムによる模擬訓練を実施（4 月

13日）。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職場内の遵守事項

（その 1）を策定（4月 22日） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための職場内の遵守事項

（その 2）を策定（5月 29日） 

 


